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認
知
症
は
突
然
発
症
す
る
病
気
で

は
な
く
、
長
い
年
月
を
か
け
て
少

し
ず
つ
発
症
に
向
か
う
病
気
で
す
。

　

誰
で
も
年
齢
を
重
ね
る
こ
と
に

よ
っ
て
物
忘
れ
し
や
す
く
な
り
ま
す

が
、
認
知
機
能
（
理
解
力
・
判
断

力
・
思
考
力
・
計
算
力
な
ど
）
が

年
齢
相
当
よ
り
も
低
下
し
た
認
知

症
の
前
段
階
の
状
態
を「
軽
度
認
知

障
が
い
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
）」と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
状
態
で
は
日
常
生
活
に
支

障
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
放
置
す
る

と
１
年
で
10
％
の
方
が
認
知
症

に
移
行
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
た

め
、
早
期
に
気
付
き
有
効
と
さ
れ

る
取
り
組
み
を
始
め
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

物
忘
れ
が
気
に
な
っ
た
ら
早
め
に

か
か
り
つ
け
医
や
専
門
医
に
受
診
い

た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
＂認

知
機
能
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
て
み
た

い
＂と
い
う
方
に
、
市
で
は
簡
易
的

な
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
認
知
症
予
防

に
つ
い
て
の
個
別
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加

い
た
だ
き
、
認
知
症
予
防
に
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

※
認
知
症
や
Ｍ
Ｃ
Ｉ
を
診
断
す
る

も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

※
初
め
て
の
方
を
優
先
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

軽
度
認
知
障
が
い
を
早
期
に
発
見
し
ま
し
ょ
う
！

―
あ
た
ま
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
ま
せ
ん
か
―

申　

込

問
合
先
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
35-

２
９
４
０

期日　6月12日㈪、7月11日㈫、8月10日㈭
時間　全日とも午前8時50分から正午までの間で、
　　　1人あたり約30分程度
場所　市役所2階202・203会議室（花岡町2）
申込方法　前日までに TEL

対象は次の全てに該当される方です。
①市内在住の65歳〜79歳の方
②認知症の診断や治療を受けていない方
③介護保険で要支援・要介護に該当していない方

婚活イベント開催費用を助成
～結婚支援イベント補助金をご活用ください～

　市では、結婚につながる出会いの機会をつくる
「結婚支援イベント」を開催する団体へ補助金を助
成します。

　

消
火
栓
の
横
に
設
置
さ
れ
て
い
る

ホ
ー
ス
格
納
箱
や
小
型
動
力
ポ
ン
プ

格
納
庫
と
、そ
の
中
に
収
納
さ
れ
て
い

る
ホ
ー
ス
や
ノ
ズ
ル
、消
火
栓
の
ハ
ン
ド

ル
な
ど
の
老
朽
化
や
破
損
が
あ
れ
ば
、

市
で
は
修
繕・更
新
し
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
自
主
防
災
組
織
は
、

「
初
期
消
火
資
器
材
更
新
申
請
書
」

を
最
寄
り
の
消
防
署
や
分
署
、出
張

所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
前
述
の
場
所
に
あ
る
ほ

か
、市
HP

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。な
お
、同
ペ
ー
ジ
に
は「
初
期
消

火
資
器
材
点
検
表
」も
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、貴
団
体
の
初
期
消
火

資
器
材
の
点
検
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

更
新
申
請
書
の
提
出
期
限

８
月
末
日
ま
で
に
提
出

　

自
主
防
災
組
織
の
活
動
活
性
化
を

図
る
た
め
に
は
、防
災
に
関
す
る
知
識

の
豊
富
な
方
が
先
頭
に
立
ち
、隊
長

と
し
て
指
導
・
活
動
さ
れ
る
こ
と
が
効

果
的
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、市
で
は
自
主
防
災
組

織
の
隊
長
を
複
数
年
、固
定
化
す
る

こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、自
主
防
災
組
織
に
よ
る
初
期

消
火
訓
練（
消
火
栓
や
防
火
水
槽
と
小

型
動
力
ポ
ン
プ
を
利
用
）な
ど
は
年
１

回
以
上
の
実
施
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

申 込・問 合 先
広報ID

協働推進課 ☎35⊖3412
1008334

問
合
先
消
防
署
防
災
課

☎
32-

０
１
１
９

初
期
消
火
資
器
材
の

更
新
申
請

提
出
は
８
月
末
ま
で

隊
長
の
固
定
化
が
効
果
的

新規
事業

・対象事業（原則、次の全てに該当する事業）・
・20歳以上の独身男女を対象とするもの
・市内において実施するもの
・募集定員を20人以上とするもの
・募集定員の半数以上を、市内在住または在勤の方とするもの
・募集要件を、市内在住もしくは在勤の方または市内へ

の移住に関心がある方とするもの（市内在住者が入っ
ていること）

・平成30年3月末までに開催する営利目的でないもの

・対象者・
　結婚支援イベントを行う市内に拠点がある団体

・助成額・
　補助対象経費の全額を助成し、１事業20万円を上限
（全体経費から参加料などの収入を差し引いた額が、この上限額

を下回る場合はその額が上限）

・補助対象経費（一例）・
・報償費（司会者や講師への謝金など）
・消耗品費（景品や記念品は除く）
・印刷製本費（チラシやポスターの印刷費など）
・広告料（新聞やテレビ、ラジオなどの広告料）
・その他、郵便料や損害保険料、会場使用料など

※対象事業や対象経費、お申し込み方法など、詳しくは
事前にお問い合わせください。


